
 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
 

 

マイナポータルを利用した国民年金の電子申請が開始しました 

福祉課住民係 
 

令和４年５月１１日（水）よりマイナポータルを利用した国民年金第 1 号保険者の資格取 

得・種別変更、保険料免除・納付猶予及び学生納付特例の電子受付が開始しています。 

申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要になりますが、マイナ 

ンバー等の情報を活用してスマートフォン等で申請書を作成できるため、簡単にお手続きす 

ることができます。また、電子申請した場合は、申請結果についてもスマートフォン等で確 

認することができます。 
 

●電子申請の対象となる手続き  

・国民年金被保険者関係届出書(申出書) ※資格取得届・種別変更の手続きのみ 

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書 

・国民年金保険料学生納付特例申請書 
 

●開始時期  

・令和４年５月１１日（水） 
 

●マイナポータルとねんきんネットの連携  

マイナポータルとねんきんネットの連携は、マイナポータルログイン後、トップページの 

「注目の情報」から「年金記録・見込額を見る（ねんきんネット）」を選択し、お手続き 

できます。 
 

令和 4 年度  鴛泊地区フラワーガーデン事業について 

企画政策課 
 

まちを花で彩る景観整備として「フラワーガーデン事業」を行います。 

鴛泊地区の植込み作業は下記のとおり開催いたしますので、自宅のガーデニングから、ま

ち全体を花で彩るために、多くのご参加ご協力をお願いいたします。 
 

**********  鴛泊市街地 花苗の植え込み作業日程  ********** 
 

◆と  き：令和 4 年 6 月 11 日（土）  午後１時 0０分から 

◆ところ：スクールバス車庫 

◆内  容：プランター及び道々植樹枡への花の植え込み 

（作業シャベルをお持ちの方は、持参してください） 

◆お願い：作業終了後の花壇への水やり、草取り等については、地域の方々 

のご協力をお願いします。なお、その際の水は公園等の水道の使 

用は差し支えありませんので、申し添えます。 

※雨天の場合等は IP 告知端末にてお知らせします。 

*********************************************************** 
 

※ご質問・お問合せ等は、役場企画政策課 電話 82-2850 まで 
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後期高齢者医療制度の見直しについて 

会計課税務こくほ係 
 

■一年間の保険料の賦課限度額が見直しされました 

●保険料の賦課限度額が、次のとおり見直しされました。 

【令和３年度】  【令和４年度】 

6４万円  ６６万円 

■保険料の計算方法（令和４年度） 

●保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担 

する「所得割」の合計で計算します。 

 

 

 

 

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。 

※令和４年度の保険料については、７月に個別にお知らせいたします。 

■均等割の軽減 

●世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。 

 

 

 

 

 

 

 

※被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和 4 年度自衛官等採用試験のご案内 

自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所 
 

■自衛官候補生 

■問い合わせ先 

〒097-0001 稚内市末広５丁目６番１号 稚内地方合同庁舎５階 

自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所電話 0162-33-1227 
 

資  格 日本国籍を有し、採用予定月の 1 日現在、18 歳以上 32 歳以下の男女 

受付期間 年間を通じて行っております。 

試験期日 受付時にお知らせします。 

試験会場 受付時にお知らせします。 

均等割 
【１人当たり保険料】   

51,892 円 

所得割           
【本人の所得に応じた額】                 

（令和３年中の所得－最大 43 万円）

×１０．９８％ 

１年間の保険料 
【限度額６６万円】 
（100 円未満切捨） 

均等割の軽減割合

5割

43万円＋（52万円×世帯の被保険者数）
+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

7割

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額） 令和４年度

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

43万円＋（28万5千円×世帯の被保険者数）
+10万円×(給与所得者等の数-1)

（お問い合わせ先） 

 北海道後期高齢者医療広域連合  利尻富士町役場会計課税務こくほ係 

【住所】〒060-0062      【住所】〒097-0101 

札幌市中央区南２条西１４丁目   北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字 

国保会館６階           富士野６番地 

【電話】011-290-5601    【電話】0163-82-2123 



山菜採り遭難の防止について 

利尻富士町・鴛泊駐在所・鬼脇駐在所 
 

 山菜採りに出かける際は、行き先、帰宅予定時刻を家族や知人に告げてから出かけましょう。 

万が一迷ってしまった際は、落ち着いて 110 番通報しましょう。110 番通報することに

よって発信者の位置を特定できる場合があります。 
 

★山菜採り目的の入山者心得★ 
●目立つ服装で 

●携帯電話及び笛を携行する 

●単独行動はしない 

●慣れた場所でも油断はしない 

●急斜面では無理をしない 

●落ち着いて行動する 
 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

皆さまのご家庭にある「ＩＰ告知端末機」を使った 

緊急地震速報訓練を実施します！ 
 

訓 練 放 送：令和４年６月１５日（水） 午前１０時００分頃 
利尻富士町では、地震・津波災害やミサイル等による武力攻撃などの発生時に、全国

瞬時警報システム（Ｊアラート）で送られる国からの緊急情報を、確実に皆様へお伝え

できるよう、町内の「屋外スピーカー」とご家庭に設置の「IP 告知端末機」を利用した

緊急地震速報訓練を行います。 

 この訓練は、毎年全国で一斉に行われている訓練です。 

 実際に、地震が発生したときと同様の行動（避難場所の確認等）を取ってみましょう。 
 

利尻富士町で当日実施する訓練は次のとおりです。 

情報伝達手段 内  容 

ＩＰ告知端末機 

 

 

屋外スピーカー 

各家庭に設置してあるＩＰ告知端末機及び各地区の屋外スピ

ーカーから、次の放送内容が一斉に放送されます。 
 

◆６月１５日（水） 
 

①   チャイム 

②  「只今から、訓練放送を行います。」 

③  「緊急地震速報。大地震です。大地震です。 

これは訓練放送です。」×３回  

④  「これで訓練放送を終わります。」 
 

※この放送は最大音量で放送されますのでご注意下さい。 

※放送内容が異なることがありますのでご了承ください。 

 

注）・災害等とお間違えないようご注意願います。 

・試験放送の中止や内容変更を行う場合があります。 

【お問い合わせ先】 

利尻富士町企画政策課（電話：0163-82-2850） 



☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 

「第 20 回利尻島一周悠遊覧人Ｇ」の開催について 
 

本大会の開催は、２０１９年以来となります。利尻高校生を含めた２５０名のランナーが

参加しますので、沿道での応援、ならびにランナー付近における車の減速など、ご配慮いた

だくようお願いします。 
 

日 程 ６月５日（日）午前６時スタート～午後４時ゴール  

コース りぷらスタート→大磯方面→沓形市街→仙法志市街→鬼脇市街 

→鴛泊商店街→りぷらゴール（下図参照。〇数字地点は、給水ポイント） 

【大会事務局】〒097-0101 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野 6 

利尻富士町教育委員会内 

℡0163-82-1370 FAX0163-82-2376 

Email:kyoui-shakyo@town.rishirifuji.hokkaido.jp 
 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 


